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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第37期

第３四半期連結
累計期間

第37期
第３四半期連結
会計期間

第36期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 24,184,2027,876,29133,104,564

経常利益 (千円) 2,087,104538,7253,316,456

四半期(当期)純利益 (千円) 1,099,598270,4811,765,611

純資産額 (千円) ― 10,994,24210,288,358

総資産額 (千円) ― 21,574,93621,261,918

１株当たり純資産額 (円) ― 1,062.01 994.41

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 107.31 26.40 170.10

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ─

自己資本比率 (％) ― 50.44 47.92

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,193,134 ― 2,247,912

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △736,902 ― △1,033,412

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △65,825 ― △546,177

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 3,790,2713,394,165

従業員数 (名) ― 1,787 1,666

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　  ２  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載して　　

　　　　おりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 1,787(412)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

　　 ２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間における平均雇用人員であります。

　　 ３ 上記の他に全国専属調査員として708名がおります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 852(20)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

　　 ２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期会計期間における平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

市場調査・コンサルティング 3,571,187

システムソリューション 929,091

医薬品開発支援 995,092

合   計 5,495,372

(注) 金額は売上原価によっており、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

市場調査・コンサルティング 5,757,71116,206,778

システムソリューション 1,301,1454,312,841

医薬品開発支援 1,098,1699,555,586

合   計 8,157,02630,075,206

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

市場調査・コンサルティング 5,385,988

システムソリューション 1,182,286

医薬品開発支援 1,308,016

合    計 7,876,291

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

　(1)経営成績の分析

当社グループの当第３四半期連結会計期間の連結業績は、売上高7,876百万円、営業利益523百万円、経

常利益538百万円、四半期純利益270百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

① 市場調査・コンサルティング事業

  パネル調査分野は、この上半期で競合社の小売店パネル調査事業撤退による増収が一巡いたしました

が、引き続きSRI（全国小売店パネル調査）の売上が新規顧客の獲得、契約カテゴリーの拡大などにより

増加いたしました。

  一方、カスタムリサーチ分野は、第３四半期に入ってから経済環境悪化の影響を受け、大きく減速いた

しました。ここ数年にわたって成長の牽引役であったインターネット調査の伸び率が鈍化したこと、競争

が激化して受注単価が下落傾向にあることから、減収減益となりました。

  この結果、市場調査・コンサルティング事業の売上高は5,385百万円、営業利益は532百万円となりまし

た。

② システムソリューション事業

  システムソリューション事業では、上期は受注の前倒しもあり売上は計画を上回りましたが、第３四半

期は顧客予算の凍結などもあり計画を下回りました。一方、営業利益につきましては、計画段階では大幅

減を見込んでおりましたが、システム維持管理コストの削減などの各種施策の効果によって減少幅を縮

小することができました。その結果、システムソリューション事業の売上高は1,182百万円、営業損失は95

百万円となりました。

③ 医薬品開発支援事業

  CRO（医薬品開発業務受託機関）業務は、データマネジメント・解析業務の売上が引き続き堅調でし

た。営業利益の面では、モニタリング業務が不調であったこと、SMO（治験施設支援機関）業務の計画した

売上を達成できなかったこと、今後の海外展開に向けての投資をおこなったことなどから、医薬品開発支

援事業の売上高は1,308百万円、営業利益は86百万円となりました。
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　(2)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は21,574百万円となり、前連結会計年度末と比較して

313百万円の増加となりました。これは主に、売掛金が減少したものの、仕掛品が増加、連結子会社のイン

テージ長野にバックアップデータセンターを構築したことにより、有形固定資産が増加したためであり

ます。

　負債合計につきましては、10,580百万円となり、前連結会計年度末と比較して392百万円の減少となりま

した。これは主に、８月償還の社債を長期借入金にて充当、賞与資金として短期借入金が増加したものの、

買掛金、未払法人税等、賞与引当金が減少したためであります。

　純資産合計につきましては、10,994百万円となり、前連結会計年度末と比較して705百万円の増加となり

ました。これは主に、前期決算に係る配当金409百万円の支払があったものの、四半期純利益1,099百万円

を計上したためであります。

　

　(3)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動により211百万円、投資活動により203

百万円使用し、財務活動により896百万円獲得した結果、第２四半期連結会計期間末に比べ487百万円増加

し、3,790百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間におきましては、税金等調整前四半期純利益532百万円の計上、売上債権の減

少額により350百万の収入等がありましたが、賞与引当金の減少額により827百万円、法人税等の支払額に

より617百万円の支出等があった結果、営業活動による資金収支は△211百万円となりました。

　なお、当第３四半期連結累計期間では営業活動による資金収支は1,193百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間におきましては、有形固定資産の取得による支出8百万円、無形固定資産の

取得による支出185百万円等があった結果、投資活動による資金収支は△203百万円となりました。

　なお、当第３四半期連結累計期間では投資活動による資金収支は△736百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間におきましては、短期借入れによる収入3,005百万円の収入がありました

が、短期借入金の返済による支出1,909百万円、長期借入金の返済による支出192百万円の支出等があった

結果、財務活動による資金収支は896百万円となりました。

　なお、当第３四半期連結累計期間では財務活動による資金収支は△65百万円となりました。
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　(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

 　株式会社の支配に関する基本方針について

①基本方針の内容

当社の財務及び事業活動を支配する者には、当社の経営理念と事業ビジョンの趣旨を十分に理解し、短

期的な収益の確保のみならず、中長期的な視野に立って事業の持続的な成長性を追及し、当社の企業価値

と株主共同の利益を維持・向上させていくことが必要であります。

　当社は、当社の経営を支配しようとする大量買付者が出現した際には、当社の企業価値と株主共同の利

益の維持・向上のための事業計画、財務計画、資本政策、当社の従業員、取引先、お客様等の利害関係者の

処遇方針等についての十分な情報提供を受け、当該提案等が当社の企業価値と株主共同の利益を維持・

向上できるものか否かの観点に立ち評価・検討し、株主の皆様が客観的に判断できるよう情報を適時に

開示するとともに、明らかに当社の企業価値と株主共同の利益を毀損するものである場合には、かかる買

付行為に対し対抗措置を講ずる責任があると考えます。

　当社は、以上のような考え方を当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方に関する基本方針として

おります。

 

②取り組みの内容

　イ．基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は持続的な成長性を追求するために、マーケティングリサーチ力とシステムソリューション力

を基盤とした当社独自のビジネスモデルを推進していくことで、さらに企業価値と株主共同の利益向

上を実現してゆきます。具体的には、第９次中期経営計画（平成20年４月－平成23年３月）で「業界別

プラットフォームの構築によるインテリジェンス・プロバイダー事業の本格的実現」を基本方針とし

て掲げ、全社一丸となって努力邁進しております。同中期経営計画における当社グループの成長戦略

は、プラットフォームの構築による新しいビジネスモデルへの挑戦を最重点課題とし、さらに、事業プ

ロセスの変革による既存事業の強化、営業イノベーションの推進、技術基盤の強化、人事・人財戦略の

強化、グループ経営力の強化に、注力しております。

　ロ．不適切な者によって支配されることを防止する取組み

当社は、平成19年５月９日開催の当社取締役会及び平成19年６月22日開催の当社第35回定時株主総

会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策」の導入を決定しました。

　上記対応策は、ⅰ）買付者が大量買付行為を行おうとする場合に、当社取締役会が買付者に対し、事前

に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、それに基づいて当該大量買付行為に

ついての評価、検討、買付者との買付条件に関する交渉又は、株主の皆様への代替案の提示等を行って

いくための手続（以下「大量買付ルール」といいます。）、及びⅱ）買付者が大量買付ルールに従うこ

となく買付を行う等、大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合に、

必要に応じて当社が対抗措置を発動することを定めるものであります。
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③取締役会の判断及びその判断に係わる理由

 イ．前記②イの取組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策

定されたものであるので、前記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役

員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 ロ．前記②ロの取組みについては、大量買付行為に関する情報提供を求めるとともに、大量買付行為が当

社の企業価値を毀損する場合に対抗措置を発動することを定めるものであり、前記①の基本方針に

沿ったものであります。またその導入については、株主意思を尊重するため、株主総会での承認をその

効力発生条件としており、さらに、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために

独立委員会を設置し、取締役会は独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動を決

議することとしている上、その判断の概要については、適時に株主の皆様に情報開示することとして

いるため、その運営は透明性をもって行われます。

　したがって、当社取締役会は、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目

的とするものではないと判断しております。

　

　(5)研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は3,114千円であります。

　なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

　(6)経営成績に重要な影響を与える要因について

当第３四半期連結会計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。

　

　(7)経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結会計期間において、経営戦略の現状と見通しに重要な変更はありません。

　

　(8)経営者の問題認識と今後の方針について

当第３四半期連結会計期間において、経営者の問題認識と今後の方針に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,000,000

計 37,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,404,00010,404,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数100株

計 10,404,00010,404,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年12月31日 － 10,404,000 － 1,681,400 － 1,336,688
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(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(注)１　当第３四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社から平成20年12月４日付で大量保有報告書の変更

報告書の提出があり、平成20年11月28日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として

当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
所有株券数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

エフエムアール エルエルシー
米国 02109 マサチューセッツ州ボスト
ン、デヴォンシャー・ストリート82

636 6.12

　

  　２　当第３四半期会計期間において、クリスフォード チャンス法律事務所から平成20年10月23日付で大量保有報告

書の提出があり、平成20年10月17日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当第

３四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。

　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
所有株券数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

ハイクレア・インターナショナル
・インベスターズ・リミテッド

英国ロンドン ダブリュー１エイチ ７
ディーディー、ニューケベック ストリー
ト１

521 5.02

　

  　３　第１四半期会計期間において、インベスコ投信投資顧問株式会社から平成20年６月19日付で大量保有報告書の変

更報告書の提出があり、平成20年６月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社とし

て当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
所有株券数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

インベスコ投信投資顧問株式会社
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号
城山トラストタワー25階

404 3.88

　

　  ４　ゴールドマン・サックス証券株式会社から平成19年10月４日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平

成19年９月28日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当第３四半期会計期間末

の所有株式数の確認ができておりません。

　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
所有株券数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

Goldman Sachs International
Peterborough Court,133 Fleet Street,
London EC4A 2BB UK

9 0.09

ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント株式会社

東京都港区六本木６丁目１０-１
六本木ヒルズ森タワー

417 4.02
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 157,100

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
単元株式数100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,246,100 102,461 同上

単元未満株式 普通株式 800 ―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

発行済株式総数 10,404,000 ― ―

総株主の議決権 ― 102,461 ―

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社インテージ

東京都千代田区
神田練塀町３番地
インテージ秋葉原ビル

157,100 － 157,100 1.5

計 ― 157,100 － 157,100 1.5

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,7172,0601,9501,8101,6701,6701,5991,5141,485

最低(円) 1,5601,6751,6401,5711,4791,480 932 1,2411,281

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,879,371 3,480,530

受取手形及び売掛金 ※3
 4,912,511

※3
 6,453,783

仕掛品 2,664,320 1,656,404

貯蔵品 40,184 25,458

その他 1,008,972 1,038,047

貸倒引当金 △2,677 △2,810

流動資産合計 12,502,682 12,651,413

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,177,035

※1
 1,917,383

土地 1,998,156 1,998,156

その他（純額） ※1
 701,456

※1
 430,308

有形固定資産合計 4,876,648 4,345,848

無形固定資産

のれん 877,695 1,091,106

その他 959,139 988,356

無形固定資産合計 1,836,834 2,079,463

投資その他の資産

繰延税金資産 1,011,029 1,042,512

その他 1,347,741 1,151,185

貸倒引当金 － △8,505

投資その他の資産合計 2,358,770 2,185,192

固定資産合計 9,072,253 8,610,505

資産合計 21,574,936 21,261,918

負債の部

流動負債

買掛金 1,497,498 1,815,750

短期借入金 ※2
 3,465,850

※2
 2,787,420

1年内償還予定の社債 － 1,000,000

未払法人税等 170,913 794,676

賞与引当金 690,993 1,361,118

役員賞与引当金 33,018 38,000

ポイント引当金 23,427 9,300

その他 1,861,135 1,159,221

流動負債合計 7,742,837 8,965,486

固定負債

長期借入金 670,000 －

退職給付引当金 2,040,442 1,979,073

役員退職慰労引当金 29,000 29,000

その他 98,414 －

固定負債合計 2,837,856 2,008,073

負債合計 10,580,693 10,973,560
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,681,400 1,681,400

資本剰余金 1,336,688 1,336,688

利益剰余金 8,093,304 7,403,581

自己株式 △247,406 △247,406

株主資本合計 10,863,986 10,174,263

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,476 13,409

為替換算調整勘定 877 1,960

評価・換算差額等合計 18,353 15,369

少数株主持分 111,901 98,725

純資産合計 10,994,242 10,288,358

負債純資産合計 21,574,936 21,261,918
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月1日
　至 平成20年12月31日)

売上高 24,184,202

売上原価 16,598,561

売上総利益 7,585,640

販売費及び一般管理費 ※1
 5,484,172

営業利益 2,101,468

営業外収益

受取利息 2,467

受取配当金 23,660

受取保険金及び配当金 21,817

その他 7,820

営業外収益合計 55,765

営業外費用

支払利息 31,802

支払手数料 7,414

器具備品等除却損 27,293

その他 3,618

営業外費用合計 70,129

経常利益 2,087,104

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,628

特別利益合計 8,628

特別損失

投資有価証券評価損 6,497

特別損失合計 6,497

税金等調整前四半期純利益 2,089,236

法人税、住民税及び事業税 658,297

法人税等調整額 322,750

法人税等合計 981,047

少数株主利益 8,590

四半期純利益 1,099,598
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 7,876,291

売上原価 5,495,372

売上総利益 2,380,919

販売費及び一般管理費 ※1
 1,857,047

営業利益 523,871

営業外収益

受取利息 234

受取配当金 15,910

受取保険金及び配当金 20,907

その他 1,591

営業外収益合計 38,642

営業外費用

支払利息 12,973

支払手数料 1,997

器具備品等除却損 7,518

その他 1,299

営業外費用合計 23,788

経常利益 538,725

特別利益

貸倒引当金戻入額 351

特別利益合計 351

特別損失

投資有価証券評価損 6,497

特別損失合計 6,497

税金等調整前四半期純利益 532,578

法人税、住民税及び事業税 △106,015

法人税等調整額 367,366

法人税等合計 261,351

少数株主利益 746

四半期純利益 270,481
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,089,236

減価償却費 686,848

のれん償却額 213,411

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,368

賞与引当金の増減額（△は減少） △670,124

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,982

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,638

ポイント引当金の増減額（△は減少） 14,126

受取利息及び受取配当金 △26,128

支払利息 31,802

器具備品等除却損 27,293

投資有価証券評価損益（△は益） 6,497

売上債権の増減額（△は増加） 1,515,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,022,747

仕入債務の増減額（△は減少） △331,128

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,824

その他 62,771

小計 2,584,590

利息及び配当金の受取額 26,180

利息の支払額 △29,063

法人税等の支払額 △1,388,573

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,193,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △113,335

定期預金の払戻による収入 110,600

有形固定資産の取得による支出 △339,687

投資有価証券の取得による支出 △1,359

貸付けによる支出 △1,200

貸付金の回収による収入 1,984

無形固定資産の取得による支出 △375,090

差入保証金の回収による収入 1,396

差入保証金の差入による支出 △480

その他 △19,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △736,902
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 5,910,000

短期借入金の返済による支出 △5,336,270

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △425,300

社債の償還による支出 △1,000,000

少数株主からの払込みによる収入 5,010

配当金の支払額 △411,461

リース債務の返済による支出 △7,804

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 396,105

現金及び現金同等物の期首残高 3,394,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,790,271
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間から、新たに設立した㈱アスク
レップ・メディオを、第２四半期連結会計期間から、新たに設
立した㈱インテージ・タイを連結の範囲に含めております。
 

２　持分法適用の範囲の変更

該当事項はありません。

 

３　連結子会社の四半期連結決算日の変更

該当事項はありません。
 

４　会計処理の原則及び手続の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員
会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第１四半期連
結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価
法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており
ます。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期
累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益は、それぞれ116,508千円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して
おります。

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取り扱いの適用
　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取り扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17
日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適
用し、連結決算上必要な修正を行なっております。
　当該変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える
影響はありません。

(3)リース取引に関する会計基準等の適用
　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平
成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第
13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月
30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年
数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっておりま
す。　
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期
累計期間のリース資産が有形固定資産に110,044千円、無形固
定資産に6,061千円計上されております。
　なお、当該変更に伴う当第３半期連結累計期間の損益に与え
る影響は軽微であります。 

 

５　四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

の変更

該当事項はありません。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　　　棚卸資産の評価方法
　　　　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額　　　
　　　を見積り、簿価切下げを行なう方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,674,027千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　3,415,580千円

 

※２　　当社においては、資金調達の安定性を確保し

　　　つつ、必要に応じた機動的な資金調達を行なう

　　  ことにより、資金効率の向上を図ることを目的

      として、コミットメントライン契約を締結して

      おります。

        当第３四半期連結会計期間末におけるコミッ

　　　トメントライン契約に係る借入未実行残高等は

　　　次のとおりであります。

　　　　なお、本契約には財務制限条項が付されてお

　　　ります。

コミットメントライン設定金額 4,000,000千円

借入実行残高 3,000,000  〃

借入未実行残高 1,000,000千円

※２　　当社においては、資金調達の安定性を確保し

　　　つつ、必要に応じた機動的な資金調達を行なう

　　  ことにより、資金効率の向上を図ることを目的

      として、コミットメントライン契約を締結して

      おります。

        当連結会計年度末におけるコミットメントラ

　　　イン契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

　　　であります。

　　　　なお、本契約には財務制限条項が付されてお

　　　ります。

コミットメントライン設定金額 4,000,000千円

借入実行残高 2,400,000　〃

借入未実行残高 1,600,000千円

※３　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に
　　　ついては、手形交換日をもって決済処理しており
　　　ます。
　　　　なお、当第３四半期連結会計期末日が金融期間
　　　の休日であったため、次の四半期連結会計期間末
　　　日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含ま
　　　れております。
　　　　 受取手形　         　　　　　 45,411千円

※３　　　　　　　─────────
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　給与手当　　　　　　　　　   2,038,779千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　 287,714 〃

　　　役員賞与引当金繰入額　　　    　33,018 〃

　　　退職給付費用　　　　 　　　　  168,022 〃

　　　のれん償却額　　　　　　　　   213,411 〃

　　　研究開発費　　　　　　　　 　　 65,020 〃

 
 

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　給与手当　　　　　　　　　　 1,019,374千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　 287,714 〃

　　　役員賞与引当金繰入額　　　 　　 11,006 〃

　　　退職給付費用　　　　　　　　 　 60,292 〃

　　　のれん償却額　　　　　  　　　　71,137 〃

　　　研究開発費　　　　　　　　  　　 3,114 〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,879,371千円

預入期間が３か月超の定期預金 △89,099  〃

現金及び現金同等物 3,790,271千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至

平成20年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,404,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 157,109

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 409,875 40平成20年３月31日 平成20年６月25日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(企業結合等関係)

 当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　　  該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
市場調査・コ
ンサルティン

グ
(千円)

システムソ
リューション
(千円)

医薬品開発支
援
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,385,9881,182,2861,308,0167,876,291 ─ 7,876,291

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 5,385,9881,182,2861,308,0167,876,291(─) 7,876,291

営業利益又は営業損失(△) 532,827△95,868 86,911523,871 ─ 523,871

(注)　１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 ２．各区分の主な役務の名称

　　　  　(1)市場調査・コンサルティング ・・・・ パネル調査、カスタムリサーチ

　　　　  (2)システムソリューション ・・・・・・ システム開発・運用・維持管理

　　　　  (3)医薬品開発支援・・ＣＲＯ(医薬品開発業務受託機関)・ＳＭＯ（治験施設支援機関）業務

 ３．従来のメディカルソリューション事業は第１四半期連結会計期間より医薬品開発支援事業と名称変更して

おります。当該変更は同セグメントの事業内容をより明確にするための変更であります。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
市場調査・コ
ンサルティン

グ
(千円)

システムソ
リューション
(千円)

医薬品開発支
援
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

16,456,5163,865,9573,861,72824,184,202 ― 24,184,202

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ―

計 16,456,5163,865,9573,861,72824,184,202(─) 24,184,202

営業利益又は営業損失(△) 2,062,051△186,429225,8462,101,468 ─ 2,101,468

(注)　１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 ２．各区分の主な役務の名称

　　　  　(1)市場調査・コンサルティング ・・・・ パネル調査、カスタムリサーチ

　　　　  (2)システムソリューション ・・・・・・ システム開発・運用・維持管理

　　　　  (3)医薬品開発支援・・ＣＲＯ(医薬品開発業務受託機関)・ＳＭＯ（治験施設支援機関）業務

 ３．従来のメディカルソリューション事業は第１四半期連結会計期間より医薬品開発支援事業と名称変更して

おります。当該変更は同セグメントの事業内容をより明確にするための変更であります。

 ４．会計処理基準に関する事項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　当期連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は、市場

調査・コンサルティング事業が103,950千円、システムソリューション事業が3,171千円、医薬品開発支援事業

が9,386千円とそれぞれ減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載

　　を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載

　　を省略しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

 　 連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しておりま

　　す。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

 　 連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しておりま

　　す。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,062.01円 994.41円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 107.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

　  ２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 1,099,598

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,099,598

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,246

　

　第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 26.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　  ２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 270,481

普通株式に係る四半期純利益(千円) 270,481

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,246

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月13日

株式会社インテージ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　井　 上 　智 　由　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　守　 谷 　徳 　行　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社インテージの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インテージ及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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